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職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成19年10月16日

鳥取県人事委員会委員長 髙 橋 敬 一

鳥取県人事委員会規則第31号

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動項等」という。）に対応する同

表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後項等」という。）が存在する場合に

は、当該移動項等を当該移動後項等とし、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には、当該移動後項

等（以下「追加項等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場

合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改

正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和 第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和

26年鳥取県条例第３号。以下「給与条例」とい 26年鳥取県条例第３号。以下「給与条例」とい

う。）第４条及び第18条の規定、職員の育児休業等 う。）第４条及び第18条の規定、職員の育児休業等

に関する条例（平成４年鳥取県条例第６号。以下 に関する条例（平成４年鳥取県条例第６号）第６条

「育児休業条例」という。）第６条及び第12条の規 及び第12条の規定並びに公益法人等への職員の派遣

定並びに公益法人等への職員の派遣等に関する条例 等に関する条例（平成14年鳥取県条例第３号。以下

（平成14年鳥取県条例第３号。以下「公益法人等派 「公益法人等派遣条例」という。）第６条、第７条

遣条例」という。）第６条、第７条第４項及び第16 第４項及び第16条の規定に基づき、職員の初任給、

条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に 昇格、昇給等に関する基準を定めるものとする。

関する基準を定めるものとする。

（復職時等における号給の調整） （復職時等における号給の調整）

第17条 次の各号に掲げる職員が復職し、職務に復帰 第17条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の

し、又は再び勤務するに至った場合においては、そ ２第１項ただし書に規定する許可（以下「専従許

れぞれ当該各号に掲げる期間（以下「休職等の期 可」という。）を受けた職員が復職し、外国派遣職

間」という。）を休職期間等調整換算表（別表第 員、公益法人等派遣職員、地方公務員の育児休業等

15）により換算して得た期間を引き続き勤務したも に関する法律（平成３年法律第110号）第２条第１

のとみなして、復職し、職務に復帰し、又は再び勤 項に規定する育児休業（以下「育児休業」とい

務するに至った日（以下「復職等の日」という。） う。）若しくは教育公務員特例法（昭和24年法律第

及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのい １号）第26条第１項に規定する大学院修学休業（以

ずれかの日に人事委員会が定めるところにより、昇 下「大学院修学休業」という。）をした職員が職務

給の場合に準じてその者の号給を調整することがで に復帰し、又は職員の勤務時間、休暇等に関する条

きる。 例（平成６年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条
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例」という。）第15条若しくは県費負担教職員の勤

務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例

第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」とい

う。）第13条に規定する病気休暇、勤務時間条例第

17条及び県費負担教職員勤務時間条例第15条に規定

する無給休暇若しくは職務に専念する義務の特例に

関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第16

号。以下「職務専念特例規則」という。）第２条の

表第７号の場合における義務免除若しくは県費負担

教職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年

鳥取県人事委員会規則第17号）第15条の表第28号に

規定する場合に該当するものとして承認された休暇

のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った

場合においては、休職期間、専従許可の有効期間、

派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇若しくは

義務免除の期間（以下「休職等の期間」という。）

を休職期間等調整換算表（別表第15）により換算し

て得た期間又は育児休業をした期間の２分の１に相

当する期間を引き続き勤務したものとみなして、復

職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日

（以下「復職等の日」という。）及び復職等の日後

における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事

委員会が定めるところにより、昇給の場合に準じて

その者の号給を調整することができる。

(１) 休職にされた職員 休職の期間

(２) 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に規

定する許可（以下「専従許可」という。）を受け

た職員 専従許可の有効期間

(３) 外国派遣職員 派遣期間

(４) 公益法人等派遣職員 派遣期間

(５) 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第

26条第１項に規定する大学院修学休業（以下「大

学院修学休業」という。）をした職員 大学院修

学休業の期間

(６) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

６年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」と

いう。）第15条又は県費負担教職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第36

号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」とい

う。）第13条に規定する病気休暇のため勤務しな

かった職員 休暇の期間

(７) 勤務時間条例第17条又は県費負担教職員勤務

時間条例第15条に規定する無給休暇のため勤務し

なかった職員 休暇の期間

(８) 職務に専念する義務の特例に関する規則（平
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成６年鳥取県人事委員会規則第16号。以下「職務

専念特例規則」という。）第２条の表第７号の場

合における義務免除のため勤務しなかった職員

義務免除の期間

(９) 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する

規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第17号）第

15条の表第28号に規定する場合に該当するものと

して承認された休暇のため勤務しなかった職員

休暇の期間

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第110号）第２条第１項に規定する育児休業を

した職員（以下「育児休業職員」という。）が職務

に復帰した場合においては、育児休業条例第６条の

規定により、同条に規定する期間を引き続き勤務し

たものとみなして、職務に復帰した日（以下「復帰

日」という。）及び復帰日後における最初の昇給日

又はそのいずれかの日に人事委員会が定めるところ

により、昇給の場合に準じてその者の号給を調整す

ることができる。

３ 外国派遣職員、公益法人等派遣職員若しくは育児 ２ 外国派遣職員又は公益法人等派遣職員が職務に復

休業職員が職務に復帰した場合又は人事委員会が定 帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場

めるこれに準ずる場合における号給の調整につい 合における号給の調整について、前項の規定による

て、前２項の規定による場合には部局内の他の職員 場合には部局内の他の職員との均衡を著しく失する

との均衡を著しく失すると認められるときは、前２ と認められるときは、同項の規定にかかわらず、あ

項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承 らかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を

認を得て、その者の号給を調整することができる。 調整することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成

19年８月１日から適用する。


